
消防法の防火対象物に対する火災予防規制の適用単位

参考１－１

○消防法令の規制：原則として、建築物の１棟を１の防火対象物として規制の適用を行っている（法令解釈）。
← 火災は基本的に拡大していくため、部分の火災が全体に危険性を及ぼす可能性を考慮。

○複数の建築物が渡り廊下、地下通路又は洞道により接続されている場合は、原則として全体で１棟。
← 延焼防止対策等防火対策の個別の条件により別棟として扱える場合についてルール化。

【特別ルール】

○防火管理規制においては、複数の防火対象物が同一敷地で管理権原者が同一の場合には１の防火対象物
とみなす（令２条。例：学校、工場等）。

○消防用設備等規制においては、防火対象物が開口部のない耐火構造の壁・床で区画されている場合は区画
された部分をそれぞれ別の防火対象物とみなす（令８条。例：低層階店舗部分と高層住宅部分が区画されてい
るゲタばき共同住宅）。

現行の消防法令規制

極めて大規模・複雑な防火対象物について、現行ルールのみを機械的に適用するだけで十分な
対応が可能か。効果的・効率的な規制の適用単位の考え方について検討すべきではないか。

→ 防火対象物の構造・用途が複雑化し、その接続等の形態も多様化している状況においては、
個々の建築物の特性を評価して、特別な取扱いを講じることができる枠組みが必要ではないか。
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